
令和８年度東海市地域支えあい体制づくり事業交付金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、東海市地域支えあい体制づくり事業に基づく事業として、市内

で隣保活動、高齢者福祉に資する活動等別表第１に定める事業（以下「地域支えあ

い活動」という。）を実施する登録団体に対し、交付金を支給することにより、当

該団体の活動の活性化及び負担の軽減を図るとともに、高齢者の見守り、交流・健

康づくり、生きがい創出、生活支援等の地域福祉活動が実践されるまちづくりに寄

与することを目的とする。 

 （対象団体） 

第２条 交付金の支給の対象となる団体は、地域支えあい活動を実施する東海市地域

支えあい活動登録団体（以下「対象団体」という。）とする。 

 （交付金交付対象事業） 

第３条 交付金は、地域支えあい活動のうち、別表第２に定める基準を満たした活動

に対し交付する。 

 （交付金の額） 

第４条 交付金は、予算で定める額の範囲内で、対象団体に対し、別表第１に定める

交付金額（１，０００円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。）を

支給するものとする。 

 （交付金の使途） 

第５条 交付金は、地域支えあい活動の活動費に充てるものとする。 

 （交付金の支給申請） 

第６条 対象団体を代表する者（以下「代表者」という。）は、交付金の支給を受け

ようとするときは、地域支えあい活動を開始する日（令和７年度以前に対象団体と

なった団体にあっては、令和８年６月３０日）までに交付金支給申請書に事業計画

書を添えて市長に提出しなければならない。 

 （交付金の支給の決定及び通知） 

第７条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認める

ときは、交付金の額を決定し、その旨を代表者に通知する。 

 （支払） 



第８条 市長は、代表者からの請求に基づき、請求書の受付をした日から３０日以内

に支払うものとする。 

 （実績報告） 

第９条 代表者は、令和９年３月３１日までに実績報告書を市長に提出しなければな

らない。ただし、当該期日までに提出ができないときは、実績（見込）報告書を提

出しなければならない。 

２ 前項ただし書の規定により実績（見込）報告書を提出した代表者は、その内容に

従い地域支えあい活動を完了したときを除き、当該年度終了後、速やかに実績報告

書を提出しなければならない。 

 （交付金の返還） 

第１０条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支給した交付金の全

部又は一部を返還させることができる。 

  この要綱又は支給決定に付した条件に違反したとき。 

  提出書類に虚偽の事項を記載したとき。 

  対象団体が廃止又は休止となったとき。 

   附 則 

 この要綱は、告示の日から施行する。 



別表第１（第１条、第４条関係） 

団体の区分 事業 交付金額 

令和７年度

又は令和８

年度に対象

団体となっ

た団体 

隣保活動等による地域の見

守り 

事業の実施に要する額の合計額（そ

の額が３０万円を超える場合は、３

０万円） 

ボランティア等による日常

生活の援助 

サロンの実施等による外出

の機会及び住民同士の交流

の場の創出 

市長が認める地域の高齢者

福祉に資する活動 

令和６年度

以前に対象

団体となっ

た団体 

隣保活動等による地域の見

守り 

事業の実施に要す

る額（その額が１

０万円を超える場

合は、１０万円） 

これらの事業

の実施に要す

る額の合計が

２２万円を超

える場合は、

２２万円 

ボランティア等による日常

生活の援助 

事業の実施に要す

る額（その額が１

０万円を超える場

合は、１０万円） 

サロンの実施等による外出

の機会及び住民同士の交流

の場の創出 

事業の実施に要す

る額の合計額（そ

の額が１５万円を

超える場合は、１

５万円） 

市長が認める地域の高齢者

福祉に資する活動 

 

別表第２（第３条関係） 

事業 基準 

隣保活動等による地域の見守り 月に１回以上事業を実施すること。 

ボランティア等による日常生活の

援助 
 

サロンの実施等による外出の機会

及び住民同士の交流の場の創出 
年に４回以上事業を開催すること。 

市長が認める地域の高齢者福祉に

資する活動 
 

 


